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3 ページ

令和2(2020)年度市政懇談会意見要望回答(全12件） 厚崎公民館会場分 分類

Ｂ：実現に努力しているもの
Ｄ：実現が極めて困難なもの
Ｆ：現状等の説明を求められたもの

分類

№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

■企画部
分類

1 埼玉

官民協
働ー民間
主導による
公共的課
題の実
現ー

　官と民の役割分担の多様化を明確にする。（自
助、公助、共助）それぞれの立場の役割を再確認
するべきでは。より良い協働とは何なのか、一人
一人の市民の意識改革と参加を促す仕組みを構
築させることが必要。

　今回いただきました御意見は、今後の事業のあり方を
検討する上での参考とさせていただきます。 E

　協働のまちづくり行動計画見直しの際の参考にしま
す。

■市民生活部

1 松浦町
信号機の
設置

　主要地方道西那須野那須線の学童通学路に信
号機を設置してほしい。（パン屋の先のコンビニ
と、アパートの間）現在は、児童登下校監視活動
で町内自主パトロールのメンバーとPTAメンバー
が誘導中だが、車を止めての誘導がしにくい。手
動式でもよいので設置してほしい。また、最近は
コンビニや分譲地の開発が行われ、ますます通
行者が増加し事故が懸念される。

　昨年度も要望をいただき、市から那須塩原警察署に
要望しておりますが、現状では設置決定の回答はいた
だいておりませんので、手動式（押しボタン式）の信号機
の設置について、引き続き那須塩原警察署に要望を行
います。

A

　信号機設置の要望については、毎年市から那須塩
原警察署に要望しておりますが、現状では要望箇所
への設置決定の回答ありませんので、手動式（押しボ
タン式）の信号機の設置について、引き続き那須塩原
警察署に要望を行います。

2 上厚崎２丁目

小学生の
登校時間
における警
察等の配
置依頼

　現在唐杉街道は、非常に交通量が多くなってい
る。丁字路等に信号機もなく、また、横断歩道に
歩行者がいても車が止まることが無い状態で走
行している。特に、朝、小学生が横断歩道を渡る
ためにボランティアの方が旗を揚げて誘導してい
ても、車が止まらずに横切っていくこともあり、信
号機の設置を依頼してもなかなか実現に至らな
い。警察等に依頼して、週に何回か朝の３０分、
小学生の登校時に立ち合いができないか。運転
手も警察がいるだけで止まるので検討してほし
い。

　那須塩原警察署に、児童が登校する時間帯に立ち会
いができるか確認したところ、可能であるとの回答をい
ただいたため、今回要望いただいた箇所について、対応
していただくよう依頼しました。
　しかしながら、週に何回立ち会い可能か、現場にどの
位の時間居られるか等は、事件や事故の発生状況等に
より変動するため、確約できないとのことですので、御
理解くださいますようお願いします。

A
　那須塩原警察署に依頼し、該当箇所について、児
童が登校する時間帯の立ち会いを行っています。

市政懇談会以降の取組や考え方
【分類】
Ａ：要望等の趣旨に沿って措置したもの（既に取り組んでいるもの）
Ｃ：当面は実現できないもの
Ｅ：意見・提言として受けたもの



4 ページ

№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

3 上厚崎２丁目
防犯カメラ
の設置

　唐杉街道に防犯カメラを設置してほしい。昨今
事故災害等がいつ起きてもおかしくない状況のた
め。

　地域の犯罪防止を目的として、令和元年度より自治会
を対象とした地域防犯カメラ設置費等補助事業を開始し
ています。
　防犯カメラの設置につきましては、本事業を活用して
の設置を御検討いただきますようお願いします。

E
　地域防犯カメラ設置費等補助事業の導入につい
て、検討をお願いします。

■保健福祉部

1 青木三区
生きがいサ
ロンの実績
報告

　生きがいサロンは高齢者の方々の交流活動の
機会づくりに素晴らしい制度である。市からの補
助金で運営されているが、補助金交付申請や実
績報告が高齢者には負担になっている。一定の
様式があるのは仕方ないが、少しでも負担軽減
ができないか。特に実績報告時は、様式第2号の
出席者名簿は毎回その都度本人が自筆で記載し
なければならない。補助金の加算は必要なく、規
定額の範囲の場合、出席簿形式で参加人数を把
握してはダメなのか。

　　生きがいサロン事業については、日頃より多大な御
協力をいただき誠にありがとうございます。
　さて、補助金の交付申請書類等の作成にあたっては、
御苦労おかけしておりますが、適正な補助事業を行う上
で必要な書類となりますので御協力をお願いいたしま
す。
　また、指摘の補助金が規定額の場合の出席者名簿に
つきましては、皆様の意見等伺いながら検討させていた
だきます。

C
　補助金が規定額であっても、原則、出席者名簿の提
出をお願いします。

■産業観光部

1 湯宮
農道舗装
化

　農地耕作条件改善事業で実施される湯宮地区
農道舗装化の早期施行をお願いしたい。

　昨年度事業を進める予定でしたが、台風19号災害の
対応により遅れてしまいました。今年度事業を進めます
ので御協力をお願いします。

A 　年度内発注に向けて進めています。
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№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

■建設部

1 下厚崎渡辺
下厚崎歩
道橋

　昨年、約１年近くかけて歩道橋の補強、修理、
改装工事があり全体がとてもきれいになった。し
かし、階段の鉄板等の隙間（はがれ）が１０数か
所あり、危険で全く利用できない。以前からこの歩
道橋の利用者は少数だった。朝夕などは車両の
多い危険の十字路ですが、歩道橋の代わりに
しっかりとした横断歩道であれば子どもたちの安
全と自転車通学に便利かと思う。

　県に確認したところ「下厚崎歩道橋は、共英小学校の
児童等が利用する横断歩道橋です。また、本路線は日
交通量が約15,000台と交通量の多い路線であり、近年
人身事故等の自動車事故が多発しているため、それら
の事故を防ぐためにも横断歩道橋は必要と考えていま
す。歩道橋の階段蹴上部の剥がれについては、早急に
補修します。御理解と御協力をお願いします。」との回答
を得ておりますので、市としましても御理解、御協力をお
願いします。

A
　県において横断歩道橋（階段の鉄板等の隙間（は
がれ））を補修しました。

2 下厚崎渡辺

市営下厚
崎団地平
屋8棟40戸
の利用

　下厚崎団地の平屋は昭和40年代に10棟建設さ
れたものと思われるが、かなりの老朽化が進んで
いる。現在8戸が生活し自治会会員にもなっても
らっているが、独り住まいの方が多く、避難行動
要支援者も少なくない。近所の方や民生委員の
協力を得ているが、避難などについては大変無
理がある。もっと住みやすい住宅へと考えられな
いものか。すべてが老朽化し周りも荒れ地となり、
昼も夜も寂しい一角であることは間違いない。今
後の土地や建物も含め、有効な利用計画をお願
いしたい。

　下厚崎団地の平屋住宅については、「市営住宅長寿
命化計画」において、廃止、解体の上、売却を含めて、
土地の有効活用を検討することとしています。居住者に
ついては、隣の中層タイプの住宅や、他の団地等への
移転をしていただくよう、意向を確認しているところで
す。

A

　市営下厚崎団地の平屋住宅については、現在、居
住者の移転を進めています。
　建物に関しては令和4年度の解体を目指しており、
跡地利用については、売却を含め活用を検討してい
きます。

3 湯宮
側溝の流
末管渠修
繕

　市道湯宮木綿畑本田線道路側溝の流末管修繕
をお願いしたい。

　道路側溝の流末管修繕については、現地確認を行い
修繕を実施しました。

A
　既に回答しておりますとおり、６月に完了していま
す。

4 上厚崎1丁目

国体道路
渋滞対策
に向けた計
画策定（昨
年度の要
望に対する
進捗確認）

　国体道路の渋滞問題について昨年度に質問を
し、交通量調査を行い交差点信号処理などの対
応を要望したところだが、その後の状況について
お知らせ願いたい。

　渋滞の状況については、特に通勤時間帯、国体道路
から北側に向かって右折が難しいことを把握しておりま
す。
　昨年度の回答と同様となりますが、ダイユーエイトの
交差点及び唐杉街道交差点信号の右矢印の設置につ
いて、本年度も引き続き警察に要望するなど、渋滞解消
に向けた取組を行ってまいります。

B

　令和２年５月の「信号機の設置要望に関する調査」
において当該箇所の要望を行っています。今後も引
き続き警察に要望するなど、渋滞解消に向け努力し
ていきます。



6 ページ

№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

5 上厚崎1丁目

新幹線車
両基地機
能拡張計
画

　車両基地拡大に伴い、基地に隣接した道路が
国体道路を起点とし現在のクランク状態から直線
的に改良されるとなれば、那須塩原駅までのアク
セス性が格段に向上する。那須塩原駅の利用を
促進するためにも、JR東日本と市が協力し新幹
線沿線の道路整備を進めるべきと考えるが市は
どう考えているか。　車両基地拡張区域から那須
塩原駅前の土地区画整理事業地までの道路は
狭く、かつ踏切付近の変形十字路は見通しも悪
いことから、一部の土地をJRから提供してもらい
ながらも道路整備すべきと考える。また、今回の
車両基地拡大は東北新幹線以外の車両基地と
聞いているが、基地を発着する新幹線が増発さ
れることにより、那須塩原駅の発着本数は当然の
ことながら増加するのか。用地買収による対価の
費用は土地所有者に支払われ、これを好機と
思っている地権者も多いとは思う。しかし、長年住
み慣れ地域コミュニティを醸成してきたものが無く
なるという目に見えない損失を地元に与えること
になる。那須塩原駅が立地していることで、地域
の発展に大きく貢献していることは十分に認識し
ているが、JR東日本は公共交通の重要な担い手
であるという社会的責任の重い会社として、地域
全体のことにどこまで配慮しながら整備しようとし
ているのか、その姿勢が問われていると思うの
で、市としても積極的に関与してほしい。

　質問の市道（市道新幹線側道西3号線）につきまして
は、JR東日本が上大塚新田他地内の既存の車両基地
を拡張することから、市道の機能補償を受けるために、
国体道路（市道総合グランド西線）から那須塩原駅前の
区画整理事業地まで市道を付け替えるものです。
　当初は、現市道の機能補償の観点から、幅員６メート
ルでの整備予定でしたが、那須塩原駅と黒磯駅を結ぶ
路線として 、現在一定の交通量があること 、また、 那
須塩原駅周辺の将来計画にも寄与できるため、幅員の
増加分４メートルを本市が負担することで、歩道を加え
た全幅員１０メートルの計画で、JR東日本と実施に向け
た協議を進めています。
　また、車両基地拡大に伴う那須塩原駅発着の新幹線
の発着本数についてJR東日本に確認したところ「新幹
線の運行ダイヤはお客様の利用状況を踏まえながら速
達性と利便性というそれぞれの使命を満たすべく決めて
います。将来的な運行ダイヤについては現時点では決
まっておらず、今後お客様の御利用状況を踏まえて検
討してまいります。今後とも御利用いただけますようお
願いします」との回答でした。

C

　市道整備については、引き続き関係機関協議や用
地交渉を行っているところです。また、新幹線の発着
本数については、7月3日にJR東日本が回答していま
すとおり、今後の需要や利便性などを考慮し検討する
とのことです。

■上下水道部

1 上厚崎２丁目
下水道設
置

　上厚崎２丁目は住宅地で軒数も増え排水処理
に困惑している。環境衛生的にも下水道設置をお
願いしたい。他の旧下水道工事と順番があると思
うが配慮してほしい。

　上厚崎2丁目については公共下水道の全体計画区域
に含まれておりますので、現在事業を進めている事業
計画区域の整備が完了した後、整備区域の拡大を検討
してまいります。

C
　現在の事業計画区域の整備は令和7年度までの計
画期間となっており、区域拡大等の検討については
それ以降に行うこととなります。
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令和2(2020)年度市政懇談会意見要望回答(全22件） 稲村公民館会場分

Ｂ：実現に努力しているもの
Ｄ：実現が極めて困難なもの
Ｆ：現状等の説明を求められたもの

№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

■企画部

1 青葉台
市から自治
会長への
依頼事項

　市の各課からバラバラに依頼が来るので窓
口を作ってまとめてほしい。提出物の期限も
バラバラでその都度会社を休んで市役所へ
提出するなど負担が大きい。

　自治会長への依頼事項については多岐にわたり担
当課がそれぞれ異なる状況にありますが、提出物につ
いては庁内で共有を図り調整してまいります。

B
　現在、庁内ネットワークを利用し、書類の提
出期限を共有し調整を行っています。

■総務部

1 黒磯七区

防災士連
絡会等の
設立（昨年
度の要望に
対する進捗
確認）

　防災士連絡協議会等の設立要望に対し、
NPO法人栃木県防災士会への入会を促し、
防災士同士の情報交換、レベルアップを図り
たいという答えだったが、令和元年度中、どう
対応したか。

　防災士資格取得者のスキルアップと活性化を図るた
め、令和２年３月に防災士研修会を計画しました。７０
名の参加申し込みがありましたが、会場内での新型コ
ロナウイルス感染症に係る十分な感染拡大防止措置
を講じることができなかったため、中止としました。
　今後は、昨年度の反省を生かし、防災士のレベル
アップが図れるよう、研修会等を開催していきたいと思
います。
　なお、NPO法人栃木県防災士会に入会している（※
NPO法人日本防災士機構に登録しているの誤り）本市
の防災士は３月３１日現在で５５０名（県内2位）です。
（全国：193,533人、栃木県：3,530人、県内1位・日光市：
580人）

B

　今年度は、新型コロナウイルス感染症対策
の財源確保のため、防災士資格取得者の研
修会を見送ることとしましたが、来年度は、感
染防止対策を講じた上で、実施したいと考え
ています。

2 黒磯七区

市の避難
訓練（昨年
度の要望に
対する進捗
確認）

　平成３０年度の市の避難訓練について、寺
子小でやったものはフィードバックできるよう
なものはないのか、今回やったらそのノウハ
ウをそれぞれ自主防災会に戻してほしいとい
う質問に対して、どうフィードバックできるか、
課題として検討するという返答だったが、その
検討の結果を聞きたい。

　平成３０年度那須塩原市総合防災訓練の際に、本訓
練会場とは別に旧寺子小学校を避難所として、豊岡、
石田坂・赤沼、寺子地区住民が避難訓練や避難所運
営訓練を実施したところです。令和元年度の総合防災
訓練は、台風の接近に伴い中止となってしまい、今年
度の防災訓練も新型コロナウイルスの感染拡大を防
止する観点から中止としました。
　今後の防災訓練については、避難行動や避難所生
活が体験できるような訓練を実施し、自主防災会の皆
様と課題や情報を共有してまいりたいと考えています。

B

　今後の防災訓練については、避難行動や避
難所生活が体験できるような訓練内容を取り
入れ、自主防災会の皆様と課題や情報が共
有できるような内容を検討します。

市政懇談会以降の取組や考え方
【分類】
Ａ：要望等の趣旨に沿って措置したもの（既に取り組んでいるもの）
Ｃ：当面は実現できないもの
Ｅ：意見・提言として受けたもの
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№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

3 黒磯七区
防災備蓄
品

　市の防災計画の中にマスクがない。新型コ
ロナやインフルエンザなどの感染症を少しで
も防ぐため、備蓄品としてリストに追加してほ
しい。同時に消毒用のアルコールや次亜塩素
酸ナトリウムなども配置が必要だと思う。

　市では、災害発生直後の被災住民を救援するため、
食料・飲料水・生活必需品等を備蓄しており、現在、避
難所における感染症防止対策として、必要最低限のマ
スクや消毒液等は確保しています。
　しかし、感染症の蔓延等によっては、避難所での感
染リスクが高まってしまう可能性もありますので、まず
は、自助による家庭内備蓄を実践していただきたいと
考えております。

B
　避難所における感染症防止対策として、段
ボールパーテーションや段ボールベッド、非接
触型体温計等を追加しました。

4 松原町
指定避難
所の場所と
許容人員

　防災関連として改めて指定避難所と許容人
数をどのように定めているのか確認したい。
口頭ではあるが、指定避難所はあるが許容
人数は地域住民民数に足りていないとの説
明を受けたことがあり、その対策立案のため
に確認がしたい。

　指定避難所の収容可能人数については、１人当たり
のスペースを2.2平米と設定し、その施設の広さに応じ
て算出しており、地域住民が全員が避難できるスペー
スは確保しておりませんが、栃木県地震被害想定報告
書では、避難所への避難想定人数３，８０５人に対し、
市の指定避難所の収容可能人数が１９，４６０人である
ことから、不足しているとは認識しておりません。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら、避難所内での密集状態を緩和するため２メートル
間隔の区画を設定しますと、収容可能人数は設定より
少なくなります。
　避難所においては、可能な限り衛生環境の確保に努
めますが、避難所内での感染リスクが高まる可能性も
ありますので、自宅での避難や安全な親戚や知人の
家への避難も検討をお願いします。

F

　避難所での感染拡大を防止するため、市の
ホームページやみるメールのほか、チラシの
全戸配布、自治会長への通知等により、普及
啓発を図りました。
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№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

■総務部・保健福祉部

1 黒磯七区

感染症を起
こさない避
難所づくり
のための検
討会

　新型コロナウイルス感染症が継続している
場合、万が一、地震などで避難所開設という
事態になった時に、感染症を起こさない避難
所づくりの視点が必要だと思う。避難所担当
職員や自主防災組織メンバーなどと検討会を
開催しないか。

　検討会については、新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から、当面は開催の予定はありませんが、
現在、避難所における新型コロナウイルス感染症対策
について、みるメールやホームページ等でお知らせし
ているため、電話やメール等、対面以外の方法で、地
域内での事前周知に御協力をお願いしたいと考えてい
ます。
　今後は、避難所感染症対策については、国の新型コ
ロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所設置のガイ
ドライン等を考慮したうえで、市といたしましては、自主
防災組織や地域の皆さんとともに協力しながら実施し
ていきたいと考えております。

B

　避難所での感染拡大を防止するため、市の
ホームページやみるメールのほか、チラシの
全戸配布、自治会長への通知等により、普及
啓発を図りました。

■総務部・保健福祉部・教育部

1 黒磯七区
避難所ごと
の担当者
顔合わせ

　年に１度の避難所ごとの担当職員とそこを
利用する自治会の役員、自主防災組織の役
員との顔合わせを提案する。そこに小中学校
の施設管理者も参加すれば申し分ないがどう
か。

【総務部】
　避難所においては、避難者自らの自助・共助による
自力再建を原則とはしているものの、災害発生直後に
避難所を開設する際は市担当職員が運営主体となり
ます。その後、避難所開設の長期化が予想される場合
は、市と協力を図りながら自主防災組織、自治会、避
難者等が主体となって運営する体制に移行する形にな
ります。

【保健福祉部】
　担当職員と自治会、自主防災組織との連携は重要で
あると考えていますが、前出の「避難所づくりの検討
会」の回答にあるように、当面は新型コロナウイルス感
染症拡大防止の観点から顔合わせや参集訓練の参加
要請をする予定はありません。
　今後は、感染症の状況等を勘案しながら、市と自主
防災組織等による合同参集訓練等により顔合わせを
する機会を作りたいと考えています。

【教育部】
　小中学校の避難所を開設する際、施設管理者（主に
教頭）が施設開錠することとなりますが、あくまでも避
難所開設準備、運営及び本部との連絡調整などは避
難所担当職員が行うため、特段小中学校の施設管理
者の参加は必要はないと考えています。

【総務
部】
B

【保健福
祉部】

B
【教育
部】
E

【総務部】
　防災訓練においても、市と自主防災組織が
連携するメニューを検討します。
【保健福祉部】
　7月3日の回答にも記載がありますが、新型
コロナ感染症の感染状況は、一向に収まる気
配がないことから、今後も状況等を勘案しな
がらコロナ禍における対応策も必要と考えて
います。
【教育部】
　小中学校における避難所開設に伴う担当者
顔合わせへの施設管理者の参加につきまし
ては、7月3日に回答したとおりです。
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№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

■市民生活部

1 稲村西町
横断歩道
の設置

　稲村団地から稲村公民館に抜ける（バイク
店前の）十字路交差点は通学路になっている
ため、横断歩道を整備してほしい。

　横断歩道の設置は、那須塩原警察署が横断利用
者、周囲の状況等の現地調査を行い、決定することに
なっており、市では設置することができません。そのた
め、那須塩原警察署に現地調査を行うよう要望してま
いります。

A
　今年度中に、他の要望箇所と併せて、那須
塩原警察署に要望書を提出します。

2 黒磯七区
横断歩道
の移動及び
新規設置

　鍋掛街道の朝夕、観光シーズンなどの渋滞
で鍋掛豊浦地区から黒磯七区に渡るときに交
通事故が心配である。バイパスの信号から次
の信号は自動車教習所の手前となり、スー
パーの前に横断歩道を移動することができな
いか。または、新たにスーパーのところに横
断歩道を設置できないか。

　横断歩道の設置や移動は、那須塩原警察署が横断
利用者、周囲の状況等の現地調査を行い、決定するこ
とになっており、市では設置することができません。そ
のため、那須塩原警察署に現地調査を行うよう要望し
てまいります。

A
　今年度中に、他の要望箇所と併せて、那須
塩原警察署に要望書を提出します。

3 青葉台

市民一斉
美化運動と
道路愛護
月間の活
動

　市民一斉美化運動と道路愛護月間は行う
日程が近いので、統一して計画・報告など
別々にせず効率よく進めてほしい。

　市民一斉美化運動と道路愛護月間等に行う活動は、
運営形態が異なり、それぞれ別事業のため統一するこ
とは難しいものと考えています。
　また、実施時期については、市民一斉美化運動は５
月（春）と１１月（秋）の実施、道路愛護活動は８月の道
路ふれあい月間と９月の道路愛護月間に伴い実施し
ており、時期は離れていると考えます。　御理解をいた
だき、今後とも御協力をお願いします。

D 　統一は難しいため、変更はありません。
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№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

■市民生活部・建設部

1 稲村西町

通学路標
識とミラー
設置（昨年
度の要望に
対しての進
捗確認）

　マロニエ幼稚園の通りに、危険防止のため
速度制限及びマロニエ幼稚園入口のカーブミ
ラーの設置を要望していたが、その後の進捗
状況を教えてほしい。また、カーブミラーの設
置、速度制限が可能であるならいつ頃整備さ
れるのか。

【市民生活部】
　交通規制の導入については、那須塩原警察署が交
通量や周辺の状況等の現地調査を行い、県公安委員
会が決定することになっています。そのため、那須塩
原警察署に現地調査を行うよう要望を行いました。
　また、生活課で、幼稚園付近の電柱に交通安全啓発
用の巻看板を設置しました。

【建設部】
　カーブミラーについては、今年度内の設置を考えてい
ます。
　設置位置がマロニエ幼稚園の入り口付近となるた
め、幼稚園と設置位置について検討しているところで
す。

【市民生
活部】

A

【建設
部】
A

【市民生活部】
　那須塩原警察署に要望箇所の現地確認を
行うよう依頼しました。
　なお、電柱への巻看板については設置済で
す。

【建設部】
　カーブミラーの設置につきましては、幼稚園
側と位置を協議したうえで１０月に実施済で
す。

■産業観光部

1 寺子
崩落危険
個所の修
繕

　昨年の台風１９号関連で、寺子の街堀りの
災害復旧をやってもらった場所の下流で、
もっと酷く甚大な被害が見つかり、これを修復
しなければ近くの民家への二次災害も考えら
れ、またその付近を歩けば広範囲に高さ３ｍ
以上の崩落の危険があり高額な費用も掛か
るため、修繕してほしい。

　今回の箇所については、昨年の災害の時には連絡
がなかった箇所のため、今般現地を確認したところで
す。今後どのような対応ができるか早急に検討してま
いります。

A
　災害復旧市単独補助金を活用して復旧工
事を行うよう水利組合と調整済です。

■建設部

1 上黒磯

市道上黒
磯緑ヶ丘団
地線の維
持管理

　上黒磯地内を通る当路線沿いは、幅が狭く
急勾配であるため、落ち葉の時期を過ぎると
路肩に落ち葉がたまり、幅がさらに狭くなる。
このため、凍結積雪時は通行に危険な状況
になるので定期的な路肩の管理をお願いした
い。

　路肩の落ち葉の堆積物については、時期を見てパト
ロールを行い、通行に支障がないよう除去を行ってい
きたいと考えています。

A
　堆積物の除去は５月と１２月に実施しまし
た。
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№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

2 美原町
鳥野目街
道の道路
拡張

　現在、鳥野目街道の歩道工事が東原小入
口まで行われていると思うが、東原小学校の
那須寄りの方へ住宅・アパート等が建てられ
て、まだその上にも分譲地も整備され、たくさ
ん増えつつあるが、先々家が建てられ人口が
増加して子どもたちも増えると思うが、東原小
入口より先は道路が狭く、事故・接触事故、車
のミラー同士の接触事故も間接的に増えてい
ることから、子どもや歩行者を守ることが大切
であり、何年後に道路の延長工事の予算が
取れないか。今から検討をお願いしたい。

　市道黒磯西岩崎線（通称：鳥野目街道）の東原小学
校北側につきましては、近年、住宅が多く建てられ通
学児童も増加しています。
　また、本路線は通学路に指定されているところです
が、交通量が多いにも関わらず幅員狭小となっていま
す。
　現時点で具体的なスケジュールはお示しできません
が、小学校北側の工区も本市の第２次道路整備基本
計画路線であり、継続して整備を進めてまいります。

A
　7月3日に回答しているとおり、今後も計画に
基づき順次整備を進めていきます。

3 本郷町 ３３２号線

　３３２号線が工事をし始めたようだが、いつ
ごろ完成予定か。那須街道の渋滞を緩和す
ることで、黒磯・東那須野・西那須野を通り、
国道４００号線に繋がり重要な幹線道路とな
り、黒磯の発展となるので期待する。

　県に確認したところ「主要地方道西那須野那須線（黒
磯那須パイパス）((都)3･3･2号黒磯那須北線）について
は、晩翠橋付近の渋滞緩和、観光地である那須高原
エリアの周遊性向上、那須塩原市と那須町の連携強
化、災害時における緊急輸送路の確保を図る等を目
的に、平成28年度から整備を進めています。現在は、
用地取得を推進するとともに、平成31年度より黒磯側
の道路工事に着手したところであります。今後は、橋梁
部および那須町側の道路工事を進め、令和７年度頃
の供用を目指しておりますので、地元の皆さんの御理
解と御協力をよろしくお願いします。」との回答を得てい
ますので、市としましても御理解、御協力のほどよろし
くお願いします。

F 　7月3日回答のとおりです。

4 本郷町
塩那スカイ
ライン

　塩那スカイラインの有料道路開通を期待す
る。

　県に確認したところ「「塩那道路に係る基本方針」が
庁議決定（H16.8.24)され、中間部（約36Km）について
は建設中止となりました。現在は、専門家等の意見を
聞きながら、植生回復に必要な対策を実施していま
す。植生回復後林野庁に土地を返還する予定としてい
ます。」との回答を得ていますので、御理解のほどよろ
しくお願いします。

F 　7月3日回答のとおりです。
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№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

5 寺子
市道の白
線の引き直
し

　市道で寺子から那須町時庭線の道路両側
に腐葉土と砂利等で側道との境の白線が見
えない状態となってる。対向車とのすれ違い
時にどのくらい左によっても大丈夫なのかが
分からないので白線が見えるようにしてほし
い。

　路肩の堆積物については、通行に支障がないよう除
去を行いました。　（5/29済）

A 　５月に実施済です。

6 黒磯七区

市道の通
称湯街道
の道路整
備

　市道の通称湯街道の道路整備の進捗状況
を教えてほしい。計画通りに進んでいるのか。
完成時期はいつ頃になるか。
観光シーズンになると、県道黒羽線（通称鍋
掛街道）は１００m以上の渋滞が起きてしまう。
地元の利便性はもとより、それらの観光シー
ズンの渋滞の解消としても早期完成を望む。

　市道湯街道線の道路整備の進捗については、国庫
補助を受けて事業を進めています。補助金の状況によ
り、進捗が左右されるところですが、現時点では当初
計画からやや遅れている状況です。
　これまでに、全体計画延長の約２，２００ｍのうち、令
和元年度は浸透施設と道路改良、約１００ｍを整備し
たところであり、早期完成を目指します。

A
　計画に基づき既に着手している路線ですの
で、今後も早期完成を目指します。

7 若草町
児童の安

全な通学路
の確保

　若草町の児童たちの通学路は育成会が決
定してるが、それは安全を考慮しての決定で
あることは当然である。現在の佐野堀を改修
し、蓋掛けし通学路にすれば、若草町で一番
遠い児童の家から３分の１の距離に短縮さ
れ、安全も図れる。松浦町稲村線の浸透枡工
事が今年度実施される予定だと思うが、これ
に合わせ佐野堀を改修し通学路として利用す
ることができれば、児童の安全が現在の通学
路よりもより安全に、更に距離も短縮され児
童たちの負担が軽減されるため再度要望した
い。予算上今年度無理ということであれば、
本工事の来年度の道路新設工事に取り組ん
でほしい。

　要望の箇所については、平成２７年８月に、学校及び
自治会などの関係者と現地調査をした結果、沿線に山
林が多く防犯上児童など、安全が確保できない恐れが
あり、関係者協議のもと整備を見送りました。以上のこ
とから現段階での整備は難しいと考えています。

D

　7月3日に回答しておりますとおり、学校及び
自治会などの関係者との現地調査の結果、
安全性の確保が困難であるとの結論です。
　沿線状況が変わらない現段階での整備は
難しいと考えています。
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№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

■上下水道部

1 西新町
アパート等
の浄化槽
未接続

　西新町町内にはアパートが１０数棟あるが、
現在においても排水設備を下水道本管に接
続していないアパートが存在している。さら
に、浄化槽管理者（大家）は水質検査（浄化
槽法第７条検査）や定期検査（浄化槽法第１
１条検査）を受けることが義務づけられている
が、経費削減のためかそれすら実施しておら
ず、その結果悪臭を周囲にまき散らしていて
近隣住民に多大なる迷惑を及ぼしている。こ
の実情を市の下水道課に連絡したところ、早
速動いてくれて、担当職員が該当アパートの
管理業者に掛け合ってくれた。現時点では消
臭剤投与によって悪臭は無くなりつつある
が、根本的な解決には至っていない、平成１８
年２月１日から浄化槽法の一部改正により、
命令違反者は罰則（３０万円以下の過料）の
対象となっているが、この法律に基づきさらに
厳しい指導は出来ないのだろうか。まじめに
水質検査や定期検査を受けている善良な市
民のためにも是非行動に移してもらいたい。

　下水道が整備された地域では、環境への負荷を軽減
するために速やかに接続することをお願いしていま
す。諸事情により速やかな接続ができない場合は、合
併浄化槽の管理を適正に行うようお願いしています。
合併浄化槽は、設置するだけでは環境への負荷を減
らすことはできません。浄化槽管理者には、適正な維
持管理（定期的な保守点検、年１回以上の清掃、年１
回の定期検査）が義務づけられています。
　市では、栃木県浄化槽協会と連携を取りながら、定
期検査を行っていない浄化槽管理者へ保守点検や検
査の実施をお願いしております。その中で、定期検査
等を受けていない場合、検査を受けるよう勧告・命令
が行われ、これに違反すると県知事から罰則に処され
ることとなります。
　市としては栃木県浄化槽協会と、引き続き浄化槽の
適正な維持管理について指導を行っていくとともに、下
水道が整備された地域への下水道接続についてお願
いしてまいります。

E

　本年も現地調査等を行い水質検査や定期
検査が適切に実施されたことを確認していま
す。引き続き、栃木県浄化槽協会と連携を取
りながら、浄化槽の適正な維持管理について
指導を行います。
　また、訪問等により下水道が整備された地
域への下水道接続についてもお願いしていま
す。

■教育部

1 寺子

避難所とし
て使用して
いる自治公
民館の設
備の購入
資金

　昨年の台風１９号の時の一時避難所として
寺子公民館を開設した折、情報が乏しく、急
遽、個人所有のテレビを雨の降る中運び設置
した。今後有事の際に備え、購入資金をお願
いしたい。

　自治公民館については、建物本体またはグラウンド
の改修・整備等に対しての補助制度がありますが、テ
レビ等備品の更新等については補助対象外となります
ので、自治公民館の予算での対応をお願いします。

F
　避難所として使用している自治公民館の備
品の購入資金につきましては、7月3日に回答
したとおりです。
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№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

2 西新町

二学期制
（H29年度
からの進
捗）

　【学校の二学期制が導入されて約１０年が
経過した。二学期制導入の主な目的は、「授
業時数の確保」そして「確かな学力の定着」
だったかと思うが、１０年が経過したのを機に
成果と課題について検証していくことが必要
だと考える。教職員や保護者へアンケートの
調査をしては如何か。】
　この要望に対しての回答は、「二学期制の
成果と課題に関するアンケート調査について
は、その実施の必要性も含めて今後の検討
課題としたいと考えております。」だった。那須
塩原市議会は全国的にも開かれた市議会と
言うことで高く評価されているが、特にPDCA
に基づいた議会運営が評価の対象になって
いると推察する。二学期制についても同様な
観点から検証を行い、その結果を市民に知ら
せてほしい。併せて、令和２年度において２学
期制を導入している栃木県の市町名を知らせ
て欲しい。

　平成２９年度に要望のありましたアンケート調査につ
いては、現時点までに実施していませんが、授業時数
の確保や継続した学びによる学力の定着、学校行事
や特別活動の充実等の観点からも、各学校では二学
期制が定着している状況です。
　今般、教員の長時間労働が問題となっており、教員
の働き方改革を一層推進しなければならないことを考
慮しますと、本市としましては、引き続き二学期制を継
続する考えでいます。
　県内の二学期制の実施状況は、現在、全２５市町の
うち、１１市町となっています（宇都宮市、上三川町、下
野市、矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町、佐野市、
大田原市、那須町、那須塩原市）。

F
　本市及び県内の二学期制の実施状況につ
きましては、7月3日に回答したとおりです。
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令和2(2020)年度市政懇談会意見要望回答(全 14件） 西那須野支所会場分

Ｂ：実現に努力しているもの
Ｄ：実現が極めて困難なもの
Ｆ：現状等の説明を求められたもの

№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

■企画部

1 西三島

新型コロナ
ウイルス感
染被害拡
大による市
民生活およ
び経済活動
等の復興

　世界規模で猛威を振るっているCOVID-19の感
染症拡大により市民生活および経済活動が大き
なダメージを受けているのは万人の知るところで
ある。このような状況下、本市においても感染拡
大の防止を図るべく渡辺市長陣頭指揮のもと、
市職員一丸となって対策を展開していることに敬
意を表するところである。さて、通常の市政懇談
会であれば、様々な提言を申し上げるところだ
が、本年度は感染症による被害拡大の抑止と、
市民生活および経済活動等の早期復興に向け、
チーム那須塩原として取り組まれることをお願い
したい。自治会長連絡協議会としても行政と連
携・協働して取り組む。

　励ましの御意見、大変ありがとうございます。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止に御協
力いただき、改めて御礼申し上げます。
　市としても、自治会長連絡協議会をはじめ、市
民の皆様との連携・協働しながら、感染拡大防
止、市民生活及び経済活動等の早期回復に向
けて全力で取り組んでまいります。

E

　感染拡大の防止、地域医療体制の維持、市民
生活及び経済活動等の早期回復に向けて、様々
な取組を引き続き進めていくとともに、希望者へ
のＰＣＲ検査や新型コロナ対策取組認証制度な
ど、状況に応じた新たな取組を進めていきます。

■市民生活部

1 西三島
ゆーバスの
バス停への
ベンチ設置

　ゆーバスのバス停に高齢者が長時間立ったま
まバス待ちをしているので、ベンチ等を設置して
ほしい。

　すべての停留所にベンチを設置することが望
ましいのですが、路線の道路事情により、駅や
市庁舎敷地内など、安全に設置できる場所が
確保できる一部の停留所を除き、ベンチを設置
するのは難しいと考えます。御不便をおかけし
ますが、現況の中での御利用をお願いします。

B
　停留所の利用者数や歩道幅員などの周辺状況
を考慮しながら、安全に設置できる停留所につい
てはベンチ等の設置を検討します。

2 西三島 野外焼却
　住宅地で早朝から野外焼却をしている者がい
て近隣住民が迷惑を被っている。広報等でタイ
ムリーな注意喚起をお願いしたい。

　野外焼却については、例年広報誌等で注意喚
起をさせていただいており、今年度も広報する
予定です。（昨年度は１１月２０日号、２月２０日
号に掲載）

A
　野外焼却に関する注意喚起につきましては、通
年で市のホームページに掲載しているほか、令
和2年度は市広報誌12月号に掲載しました。

市政懇談会以降の取組や考え方
【分類】
Ａ：要望等の趣旨に沿って措置したもの（既に取り組んでいるもの）
Ｃ：当面は実現できないもの
Ｅ：意見・提言として受けたもの
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№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

3 槻沢
デマンドバ
スの運行

　地区によっては遠隔なところで足腰の弱い人・
歩行困難な人がいる。自転車でもいけない停留
所、本数が少ない・乗り換えがある・高齢者の割
引も無ければ思いやりもない。予約タクシーはあ
るが、地域が限られている。停留所の近く、有効
地域は良いが、離れていたり具合の悪い人は使
えない。行政は道路が狭い等予算がない等マ
ニュアルだけで計画・実行し実情を無視してい
る。利用者への便宜性を考え、デマンドバスを時
間で地域ごとに走らせて利用者が手を挙げたら
止まって乗せ、合図で利用者の好きなところ（路
線内）で降ろすようにしてほしい。

　ゆーバスやゆータクの運行につきましては、市
民の皆様から多くの要望をいただいており、財
政上すべての要望にお応えすることは難しいで
すが、限られた予算、車両で利便性、安全性、
効率性の向上や、公共交通空白地帯における
外出手段の確保について、可能な限り努めてい
るところです。
　今回頂いた御意見も、今後の運行の参考とさ
せていただきますので、御理解と御協力をお願
いします。

E
　今後の運行形態や利便性の向上、持続可能性
などについて検討する際の参考とさせていただき
ます。

4 槻沢
薪ストーブ

の排煙
　薪ストーブの排煙が近隣の迷惑である。規制し
てほしい。

　薪ストーブの排煙に関する法律・条例の規制
はありませんが、適切な利用について、広報誌
やホームページで周知していきたいと考えてお
ります。

A

薪ストーブの適正利用について、下記のとおり周
知しました。
①11月4日　ホームページ掲載
②12月号（11月20日発行）　広報誌掲載

5 槻沢

メガソー
ラーの設置
における条
例の制定

　3.11の震災をきっかけに太陽光発電施設（メガ
ソーラー）が注目され再生可能エネルギーの買
い取り制度が始まった。翌年（２０１２年）に一気
に増え、宇都宮市などでは学校跡地などに設置
され始めた。それに伴い、自然環境との調和を
目指し、平成２８（2016）年９月に栃木市で初の条
例が制定され、翌春より施行された。その後、足
利市、鹿沼市、続いて日光市で条例化された
が、本市の場合、３年前検討していると聞いた
が、その後の進捗状況を伺いたい。いつ頃制定
予定か。時間がかかっているように思われるが。

　本市におきましては、平成３０（２０１８）年3月
に「那須塩原市再生可能エネルギー発電設備
の設置等に関するガイドライン」を策定し、太陽
光発電事業者と地域との調和を促してきたとこ
ろですが、より実効性のある取組を推進し、災
害の防止、環境及び景観の保全を図るため、令
和２（２０２０）年3月に「那須塩原市太陽光発電
事業と地域との調和に関する条例」を制定し、
太陽光発電設備の設置に係る許可制を導入す
る等、着実に取組を進めております。

A

　令和２（２０２０）年3月に「那須塩原市太陽光発
電事業と地域との調和に関する条例」を制定し、
太陽光発電設備の設置に係る許可事務につい
ては10月から施行しています。

・11月末現在の許可状況
　　事前協議　1件
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№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

■市民生活部、産業観光部

1 槻沢
レンタサイ
クルについ
て

　各地で高齢者による事故が多発している。ゆー
バスが通らない地域や免許返納者などに対し、
高齢者が車に乗らなくても済む環境づくりを検討
してほしい。例えば宇都宮市のように、各駅前の
駐輪場にレンタサイクルを併設してはどうか。乗
り捨て、放置自転車を活用し、駅以外の観光地、
公園、地区公民館など集客箇所には自転車の
他、電動アシスト三輪自転車、電動トライクの貸
し出しもベターである。

【市民生活部】
　今回頂いた「高齢者が車に乗らなくても済む環
境づくり」という御要望につきましては、今後、公
共交通の運行や利便性向上の検討を行うため
の参考とさせて頂きますので、御理解と御協力
をお願いします。

【産業観光部】
　市の事業ではありませんが、西那須野駅と黒
磯駅ではレンタサイクル事業が運営されていま
す。今後は、観光客の移動手段としてシェアサ
イクルの導入を検討しています。

【市民生活
部】
E

【産業観光
部】
B

【市民生活部】
　今後の運行形態や利便性の向上、持続可能性
などについて検討する際の参考とさせていただき
ます。

【産業観光部】
　観光客の移動手段として、黒磯駅・道の駅「明
治の森・黒磯」・西那須野駅においてシェアサイク
ルの実証実験を実施しています。

■保健福祉部

1 槻沢
マスク等の

備蓄

　１月末から広まったコロナ感染に対し、２月４日
早々に対策本部を設置しマスク着用と消毒液の
設置数増加の検討の決定をしてもらったが、コロ
ナウイルスは収束するどころか、日を追って増々
感染拡大している。そんな中で、肝心なマスクが
手に入らず、マスクを求めて人々は朝から晩まで
右往左往しているが、それでも手に入らない。今
後、このようなことが無いよう緊急時に備えて市
民が安心して暮らせるよう、マスク・消毒液の備
蓄を行い、いざという時に放出する考えはない
か。（希望する世帯へ１箱目安に、たとえ有料で
も購入できる権利など。買いだめや買い占めをし
なくても大丈夫なように安心感を与えてほしい）

　市が備蓄するマスク等は、集団感染が発生す
ると市民生活の崩壊につながるおそれのある医
療機関、障害者施設、介護施設等を優先的に
配布しているところです。
　緊急時に備えて希望する市民にもマスク等を
配布してはとの御要望ですが、今回のような場
合、希望者が相当数となること、また感染症対
応期間が長期となることが予想されることから、
マスク等を安定的かつ公平に相当数の市民の
皆さんに供給することは非常に困難であると考
えております。
　市民の皆さんには、非常事態に備え「自助」を
基本とした必要物資の家庭内備蓄をされるよう
お願いします。

D

　現在はマスクや消毒液が市場に出回るようにな
り、多くの店舗で購入できる状況になっていま
す。
　市としても、災害対策や感染症対策のためにマ
スクや消毒液の備蓄を進めているところですが、
市民の皆様におかれましても、平時から「自助」
を基本とした家庭内備蓄により、今後の感染防
止対策に備えていただくようお願いします。
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№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

■建設部

1 西三島
国道４００
号歩道橋

　国道４００号の拡幅工事に伴い、横断歩道橋を
設置してもらうことになっているが、塗装に子ども
たちが喜ぶ絵を描いてほしい。また、歩道橋の名
称を住民に募集してほしい。

　県に確認したところ「景観や車両安全運転の
観点から橋に絵を描くことは難しいですが、歩
道橋の名称について、地元の皆さんから愛着を
持って利用していただけるよう、那須塩原市に
御協力をいただきながら、西三島自治会にお決
めいただけるように打診しているところです。」と
の回答を得ております。
　なお、先日、西三島自治会長を通じて、地元
育成会から歩道橋名称案をいただいたところ
で、今後、名称決定に向けて、県と調整しながら
進めていく予定です。

A

　西三島自治会から報告を受けた歩道橋名称案
「にじいろ歩道橋」について、大田原土木事務所
に提出しました。その後、名称案で決定なされた
旨、大田原土木事務所から報告がありました。
なお、現在、歩道橋の橋桁に名称が表示されて
います。

2 槻沢

清水川周
辺の環境
整備につい
て

　平成２５年度の市政懇談会で要望し、その後毎
年シルバー人材センターによる支援をもらってき
たが、担当者が変わったためか期間が経過した
ためか、最近支援が受けられなくなっている。当
該意見要望に対する回答には５年間などの有効
期限があるのか。再度要望し直す必要があるの
か。河原の法面や河川内などは２，３年も手入れ
しないと雑木林化してしまう。

　清水川周辺の環境整備につきましては、近隣
住民の皆様や自治会等による河川愛護作業に
より、御協力いただき感謝しております。
　河川愛護作業で対応できない箇所につきまし
て、業者委託などにより対応を検討してまいりま
すので、今後とも河川環境整備に対しまして、
御協力をお願いします。

A

　今年度は、８月に草刈り等の作業を行いまし
た。
　来年度以降も適切な時期に業者に委託し実施
予定です。

3 槻沢
石林街道
の整備

　石林街道(拓陽高校乃木農場からアジア学院
の横を抜け、狩野公民館まで)のメイン道路の改
良、全面舗装化と拡幅、両側側溝の整備をお願
いしたい。

　本件は、昨年度も御質問をいただき同様の回
答となりますが、市道石林通り線（石林街道）の
拡幅工事につきましては、現在施工中の市道新
南下中野線の完成後の交通流動を見極めたう
えで整備方針を検討してまいります。

C
　7月3日に回答したとおり、市道新南下中野線完
成後の交通流動を見極めたうえで整備方針を検
討します。

4 槻沢

下水道の
整備と住宅
地の浸透
層

　当地区は集落排水はあるが勾配が強くまた遺
跡等の関係で一部地域のみが使用できている状
況である。地域全体が浸透地区であるため大雨
の時は集合排水槽が溢れる危険性があるため
排水路の設置等（特に、年数の多い新興団地、
過去の要望書参考）の整備を希望する。

　御要望いただきました、槻沢344番20の分譲
地にある雨水浸透槽につきましては、市に帰属
されていない雨水浸透槽であることから、市で
対応することができません。
　そのほかの市に帰属されている雨水浸透槽に
ついては、溢水による周囲への影響を確認しな
がら、対応を判断していきたいと考えておりま
す。
　道路側溝の整備につきましては、雨水排水の
流末を確保できないため、設置することが困難
です。大雨時の状況を確認し、対応を検討して
まいります。

A

 C

　当該地近隣の帰属されている雨水浸透槽につ
いて、堆積物を取り除く浚渫（しゅんせつ）等を実
施しました。
　道路側溝の整備については、依然、流末の確
保が難しいことから、困難な状況です。
　引き続き、大雨時の状況を確認し、対応を検討
していきます。
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№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

■教育部

1 槻沢
地域名称
の不統一

　地域の名称が不統一である。地区名は「槻沢」
であるが、読み方に相違がある。地図アプリ検索
上も、市の町名・住所表示も「つきぬきざわ」であ
るが、那須野が原博物館で開催された「槻沢遺
跡展」は「つきのきざわいせき」である。槻沢の地
にあるのだから、「槻沢（つきぬきざわ）小学校」
「槻沢（つきぬきざわ）遺跡」ではないのか。この
地に生まれ育ってきた者として、「つきのきざわ」
は違和感を感じざるを得ない。地域と名称は別
なのか。槻沢小の校歌制定時、「つきぬきざわ」
では歌いにくいので「つきのきざわ」として作詞さ
れたと聞いているが、それがいつの間にか定着
したのか。履歴書などのふりがなをつける場合、
どちらとも決めかねず「つきざわ」と第３の読み方
のふりがなをつける人も少なくない。

　現在、地名の公称は「つきぬきざわ」ですが、
文献や資料をみると古くから「つきのきざわ」、
「つきぬきざわ」の２通りの読み方がありました。
槻沢小学校や槻沢遺跡は固有名詞として「つき
のきざわしょうがっこう」、「つきのきざわいせき」
と定めています。
　地名の読みは歴史的にその由来を解明する
上で大変重要なものです。２通りの読み方があ
るのであればそれを大切に伝えていかなけれ
ばならないと考えております。

F
　地域名称の不統一につきましては、7月3日に
回答したとおりです。

2 槻沢

地区公民
館のエアコ
ン導入につ
いて

　地区公民館にエアコンの導入を考慮している
が、如何なる補助が受けられるか。公民館では
小学生がそろばん教室で週２回、また長寿会で
も生きがいサロン他を開催しているが、夏場、扇
風機だけで毎年暑い中苦労している。既設施設
にもエアコンが設置できるよう補助願いたい。

　エアコン設置は補助金の対象となります。ただ
し、現在、補助の対象となるエアコンは、新築及
び増改築時の天井等に埋め込むタイプのエアコ
ンです。
　今後、壁などに取り付ける家庭用エアコンの
設置について、地球温暖化の状況に鑑み、補
助を検討してまいります。
　なお、各自治公民館に対する次年度の補助金
交付のための要望調査を、例年９～１０月に実
施しておりますので、エアコン設置をお考えの場
合はご相談ください。

A

　地区公民館のエアコン導入につきましては、壁
などに取り付けるエアコンについても補助の対象
としました。なお、令和３年度の要望調査につき
ましては、９月１５日から１０月１６日に行いまし
た。
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令和2(2020)年度市政懇談会意見要望回答(全 20件） 塩原公民館会場分

Ｂ：実現に努力しているもの
Ｄ：実現が極めて困難なもの
Ｆ：現状等の説明を求められたもの

№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

■企画部

1
関谷下
田野

住民の自
治会加入
対策

　居住者で自治会を退会する者や、転入者で自治
会に加入しないものも多く、自治会加入率が年毎
に低くなっていると感じる。市は自治会加入促進を
どのようにしているのか。将来は少子化と高齢者の
死亡と高卒者の地区外転出により人口減も危惧さ
れる。

　現在、転入手続き時に窓口にて、自治会加入促進チ
ラシの配布を行っております。また、宅建協会と連携
し、住宅の販売や仲介時に加入促進のチラシを配付
するなどの啓発に取り組んでおります。今後も引き続
き自治会加入促進について取り組んでいきたいと考え
ております。

F

　従来の取組に加え、新規に広報なすしおばらに隔月で
自治会コーナーを設けました。積極的に情報発信を行う
ことで、自治会活性化及び自治会加入促進につなげて
行きたいと考えています。
　また、自治会長連絡協議会と連携した取組についても
検討します。

2
古町３丁

目

旧視力セン
ターの跡地
利用

　旧視力センターの跡地について、国との取得交渉
の進捗状況と、跡地利用へのスケジュールを伺い
たい。

　国有地の取得に当たっては、国の審議会において
跡地利用の必要性、緊急性、実現性等の審査が行わ
れることから、具体的な利用計画について検討を進め
るとともに、定期的に国の出先機関である宇都宮財務
事務所に状況報告と情報共有を行っています。
　今後、跡地利用の素案を作成していく段階で、地域
住民や関係者の皆様の意見等を伺いながら、計画の
具体化を進めてまいります。

F
　国の出先機関である宇都宮財務事務所と現地にて打
合せを行うなど、跡地利用について引き続き検討を進め
ている状況です。

市政懇談会以降の取組や考え方
【分類】
Ａ：要望等の趣旨に沿って措置したもの（既に取り組んでいるもの）
Ｃ：当面は実現できないもの
Ｅ：意見・提言として受けたもの
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№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

■企画部・市民生活部

1
日の出

東
自治会の
取り扱い

　先般配布された文書「令和２（2020）年度市民一
斉美化運動ごみ集積所一覧（塩原地区）」の表に自
治会名の欄があるが、その中に自治会ではないグ
ループ名が記載されている。美化運動の際のゴミ
の集積所が同じ場所であることはやぶさかではな
いが、そのグループを自治会と同等に扱うのは如
何なものか。同じ地区内に市に登録した自治会と
そうでないグループが存在し、それを市が同等に扱
うことに違和感を覚える。市役所等には「自治会に
入りましょう」などののぼりが掲げられているが、何
の意味があるのだろうかと疑問を持たざるを得な
い。
　公道の道路補修についても、個人で頼んで（もしく
は市議会議員に頼んで）補修をしてもらえるのであ
れば、自治会という組織の存在意義もないのでは
ないかとさえ思う。市に登録した「自治会」と「そうで
ないグループ」とは、きちんと分けるべきではない
か。市の広報に自治会として記載するのも変であ
る。

【市民生活部】
　来年度以降、実施の際は、記載を見直すこととしま
す。

【企画部】
　人口減少や少子高齢化が進み、自助・共助・公助に
よるまちづくりの重要性が増しています。しかし、ライフ
スタイルの変化、価値観の多様化などにより、人と人
とのつながりも多様化してきております。それに伴い、
自治会加入率の低下など、自治会をめぐる情勢は厳
しいものになってきております。
　自治会に入る重要性や効果などを周知してまいりた
いと思います。

【市民生活
部】
A

【企画部】
F

【市民生活部】
　既に記載を修正しました。

【企画部】
　自治会以外の自主グループについては、これまでも自
治振興費補助金の交付対象にならない等一定の差別
化は図ってきたところですが、今後は、自主グループに
ついても自治会として組織化されるよう働きかけを行う
必要があると考えています。
　引き続き情報発信に努め、自治会の重要性や効果な
どについて周知したいと思います。

■総務部

1 下田野 臨時職員

　今年度から非常勤の待遇が変更されたと思うが、
従来より特別非常勤として市役所内で働いていた
方も臨時職員扱いへと変わった事により、従来と同
じ内容の仕事でも時給換算の額がかなり減ってし
まっていると聞いた。従来と同じ内容の仕事量でな
おかつ就業時間も長くなってしまう場合、減額して
しまうのはどうかと思う。また、女性臨時職員の産
休・育休も取れないとも聞いた。産休・育休が取れ
ないということは、子どもが欲しくてもその間収入面
で生活が厳しくなってしまう家庭では子供を産むこ
とができないということにつながり、少子高齢化に
対して追い打ちをかけているように感じる。

　地方公務員法が改正され、従来の非常勤職員は専
門的な知識、経験等に基づき助言、診断等を行う職に
限定され、その大半は臨時職員とともに新たに会計年
度任用職員へ移行しました。
　給与については、法の改正の趣旨である同一労働
同一賃金及び職務給の原則に則り、職務の内容や責
任、職務遂行上必要となる知識等の要素等を正規職
員の職務と比較し決定しますが、期末手当の支給が
法制化され、年収ベースで給与額の確保に配慮され
ています。
　また、休暇等については、産前・産後休暇及び育児
休業が認められるなど、取得できる休暇の範囲が拡
大され、待遇の改善が行われています。なお、産前・
産後休暇及び育児休業は、無給となりますが、これら
の休暇等の取得期間中、一定の要件を満たす場合、
それぞれ「出産手当金」及び「育児休業給付金」が支
給されます。

A
　引き続き、会計年度任用職員制度の適切な運用に努
めていきます。
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№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

■総務部・保健福祉部

1 関谷下田野 防災対策

　自主防災組織および防災士はせっかくあっても、
いても、市では地区で活動されたいとの事のみで、
どのようにしてほしいとは指導されていない。災害
時にも特に連絡もなく連携まではいっていない。今
後どのように地区の自主防災会や防災士等、地区
との連携を考えているのか。今後防災対策と要支
援家庭対策は必要。

【総務部】
　災害規模が大きければ大きいほど、発生直後の公
的な救援活動が機能するまで時間を要します。それま
での間は、地区の自主防災会が中心となって、初期
対応や避難誘導、人命救助にあたることが重要であ
り、その際、防災士にはリーダーシップを発揮していた
だきたいと考えております。

【保健福祉部】
　また、災害時における支援対象者については、避難
行動要支援者支援事業により、自治会をはじめ身近
な地域住民の方々の協力により、支援をお願いしてい
るところです。事業の対象者とはならずとも、地域互助
力を最大限活用し、地域との連携を図ってまいりま
す。
　今後は、市内のモデル地区において、地区防災計
画の策定を進め、他の地域にもフィードバックしていき
たいと考えております。

【総務部】
B

【保健福祉
部】
B

【総務部】
　地域との連携が図れるよう、防災士資格取得者の研
修会によるスキルアップや、防災訓練への参加、地区
防災計画策定への参画等を検討してまいりたいと考え
ています。

【保健福祉部】
　避難行動要支援者支援事業については、このようなコ
ロナ禍の中でも新たに協定を締結した自治会もあり、着
実に事業を進めています。

■総務部・産業観光部・保健福祉部・教育部

1 関谷下田野
新型コロナ
対策１

　現時点での状況を説明してほしい
①このコロナの影響による市内産業の影響をどう
予測されているのか。
②雇用減少等により仕事ができないで収入減とな
り生活苦、事業の継続の困難なものの状況はどう
なのか。
③これらの支援策、その他の市の対応はどうして
いるのか。

【産業観光部】
①宿泊業、飲食業をはじめ、多くの業種で売り上げが
減少しており、影響が極めて大きいものと考えており
ます。
②雇用の減少により収入が減少し、生活が苦しくなっ
た方や事業継続が困難になった方もいると思います
が、詳細については把握しておりません。
③休業に協力した旅館業への10万円の支給や、飲食
店で使えるプレミアムチケットの販売、宿泊の際の
キャッシュバックなどによる誘客対策を行っています。
また、市制度資金のり災特別資金では、利率の引き
下げ、据置期間の延長、利子補給を行い、中小企業
者等の支援を行っています。

F

①ＧＯＴＯキャンペーンなど国等の各種経済対策によ
り、一時期より売上は上がってきたものの、本来の状態
には程遠いと感じます。また、ＧＯＴＯトラベルの一時停
止が、売上に大きく影響すると思います。
②多くの事業所が雇用調整助成金を受給していること
から、事業所の経営及び雇用の状況は不安定と捉えて
いますが、個別の状況については把握していません。
③先の回答に加え、市内共通商品券（プレミアム率30%）
の発行や「３密防止設備整備費助成金」、「市版持続化
給付金」、「市版家賃支援給付金」の３事業により、中小
企業者等の支援を行っています。
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№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

2 関谷下田野
新型コロナ
対策2

　現時点での状況を説明してほしい
④これら（上記①～③）の対応により市の財政支出
も大きなものであると推察される。また、個人法人
の収入減による今年の市税の徴収にも影響がある
と考えられる。さらに、今年の個人や法人の収入を
基礎とする来年度の税収も減少すると推察される。
これらにより、市財政も減少するのでは。市の財政
執行の考え方はどうなのか。今年でなくともいい事
業、今年はできない事業の予算を組み替えて充当
することも考えられていると聞いている。

【総務部】
　本年度は、個人・法人の収入減少により、納税が困
難となる方が増加し、市税が減収となることが見込ま
れます。そのため、予算の大幅な見直しを行い、不急
の事業・イベントなどを中止することにより、その財源
を新型コロナウイルス感染症対策の経費として活用す
ることとしています。
　来年度については、市税の課税額の減少により引き
続き減収となることが見込まれるため、限られた財源
の中で、感染症の状況を見守りながら、緊急性と必要
性を重視した予算編成を行いたいと考えています。

A

　令和２年６月議会の補正予算により、不急の事業・イ
ベントなどを中止することで新型コロナウイルス感染症
対策の財源の一部を確保しました。
　また、令和３年度予算につきましては、市税等の大幅
な減収により厳しい財政状況が見込まれる中、新型コロ
ナウイルス感染症対策などの喫緊の課題に迅速かつ柔
軟に対応したいと考えています。

3 関谷下田野
新型コロナ
対策3

　現時点での状況を説明してほしい
⑤市の各種事業で中止となるものも多いと思う。こ
れらについてはいつごろまでどのような事業を中止
や休止するのか。

【保健福祉部】
　今年度実施予定であった市主催のイベントや各種事
業は原則全て中止とさせていただいております。（※
詳細は広報なすしおばら５月２０日号に掲載済）
　今後も定期的に開催される新型コロナウイルス感染
症対策本部会議において、市及び県内の感染拡大状
況を踏まえながら再開の時期等方向性について検討
してまいります。

F

【保健福祉部】
　今年度の市主催のイベントや各種事業は原則全て中
止とさせていただいております。
　現在、全国的に感染者が増加していることから、市内
及び県内の患者発生状況や病床稼働率等の指標を注
視しながら、再開の適否や時期等について検討していき
ます。

4 関谷下田野
新型コロナ
対策4

　現時点での状況を説明してほしい
⑥学校休校による児童生徒の勉強の対策につい
て、休校による対策は。

【教育部】
〈学校の臨時休業等の対応〉
　４月１０日（金）から５月３１日（日）まで臨時休業とし、
５月２１日（木）から５月２９日（金）までの期間はクラス
を１８人以下の人数に分けながら、１人３日の分散登
校を実施し、６月１日（月）から学校を再開しました。
〈児童生徒の勉強の対策〉
　５月中は『エールなすしおばら家学（うちがく）プロ
ジェクト』を実施し、動画を活用した家庭学習（予習）を
進めました。

F
【教育部】
　学校の臨時休業等における対応及び児童生徒の勉強
の対策につきましては、7月3日に回答したとおりです。
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5 関谷下田野
新型コロナ
対策5

　現時点での状況を説明してほしい
⑦市の医療対策は。

【保健福祉部】
　市の医療対策については、新型コロナウイルス感染
症に対する医療体制の充実を図り、市民の皆様が安
心して生活できるよう、専用病床を確保した市内の医
療機関に対して支援金を交付することとしております。
　このほか、医療物資の支援も行っており、具体的に
は、新型コロナウイルス感染症患者に対応可能な感
染症病床を有する菅間記念病院と国際医療福祉大学
病院に対し、防護服をそれぞれ250着ずつ配布したほ
か、休日当番診療に協力いただいている医療機関に
対し、那須郡市医師会を通じて、防護服244着（延べ
122か所×2着）、N95マスク1,220枚（延べ122か所×
10枚）、サージカルマスク12,200枚（延べ122か所×
100枚）を配布しました。

A

【保健福祉部】
　新型コロナウイルス感染症に対する医療体制の充実
を図り、市民の皆様が安心して生活できるよう、今年
度、専用病床を確保した市内の医療機関に対して支援
金を交付しました。
　また、医療物資についても、引き続き市内医療機関の
実情や要望に応じて、必要な支援を行っていきたいと考
えています。

■市民生活部

1 関谷上町

箒根地区
義務教育
学校設置に
伴う防犯灯
と電気料

　令和５年４月開校予定の（仮称）箒根地区義務教
育学校に関連し中学校と小学校が一緒になること
で、中学生などは暗くなるまで部活をする場合が増
えてくると考えられるので学校周りの通学路の防犯
灯については市で設置してほしい。この学校は関
谷上町にありますが、学校を利用するのは他地区
の生徒さんもおり、関谷上町が通学路の防犯灯を
設置するのは理屈に合わない。よって、各通学路
の防犯灯設置費用と電気料は市での負担を強く希
望する。防犯灯の電気料が自治会の財政を圧迫し
てきており、緊急課題となっている。一度、現地を
確認願い各費用がどのくらい掛かるのか調査も希
望する。

　地域の防犯は地域と市が協働で取組を進めるもの
と考えており、市では防犯灯の設置及び管理に係る
費用の一部補助（設置費については概ね８割、電気
料については概ね５割）に取り組んでおります。
　今回頂きました御意見は、今後の参考とさせていた
だきます。

E
　防犯灯に係る費用については年々増加しており、様々
な方面から検討が必要であるため、御意見として参考と
させていただきます。

2 新湯
新湯地区
の公共水
道

　新湯地区公共水道は今から６０数年前に設置さ
れ、水源地から約２０キロ以上あり、山間地に埋設
したため、配管も昔の石綿管であり老朽化もして、
埋設場所も当初はわかったが、今は木々も大きくな
り、特に冬季間は雪も多く分かりにくく、メンテナン
スも大変だと思う。故障が起きるのは冬季間が多
く、飲み水に困ることもあり、井戸もあるが１、２日で
底をつく。ぜひ、施設の新設をお願いしたい。
　提案としては、現在新湯地区の水道を引いている
水源地で、ハンターマウンテンにあるもの。新湯地
区より約５、６km位で水量も現在の水源地より多
く、水質も良く獣や野鳥にも汚染されないようにコン
クリートで囲まれているところである。

　上水道の給水区域外の貯水槽等を利用されている
地域に居住されている方々につきましては、皆様自身
による、共同での専用水道等により飲料水等を確保し
ていただいています。

F
　上水道の給水区域外の飲料水等については、地域に
居住されている方々で専用水道等により、皆様自身で
飲料水等を確保していただいています。



26 ページ

№ 地区 項目 意見要望 回答(7月3日) 分類 進捗状況（12月末日時点）

■産業観光部

1 古町3丁目
有害鳥獣
対策

　野生鳥獣による被害防止について引き続き対策
をお願いしたい。また、今年度の政策を伺う。

　鳥獣被害対策実施隊員による有害鳥獣の捕獲や駆
除、猟友会による巡回、追払いを実施しております。
また、昨年に引き続き、市野生鳥獣被害対策協議会
を通じて、防護柵設置費用を予算の範囲内で助成し
ています。

A
　年間を通して有害鳥獣捕獲を実施しているほか、防護
柵設置費用の助成を実施しています。

■建設部

1 下大貫
高速道路
ボックスの
拡幅

　高速道路ボックスの幅が狭く、トラクター等の大型
機械の往来ができないため、ボックスの拡幅をして
ほしい。

　所管しているNEXCO東日本に要望したところ、拡幅
は難しいとの回答でした。

D
　7月3日のＮＥＸＣＯ東日本による回答のとおり、拡幅は
困難と思われます。

2 下大貫
高速道路
排水による
浸水被害

　大雨の時、高速道路の排水が県道脇の用水路に
流入し、数件の家屋、宅地に浸水被害が発生して
いるので早急に対応してほしい。

　県道を管理している大田原土木事務所に要望を伝
え、大雨時の現況確認を依頼します。

B
　県道の管理者である大田原土木事務所には伝えてい
ます。時期を見て再度要望します。

3 下大貫
農道の舗
装

①下屋敷４６８番地北側農道１００m部分を舗装して
ほしい。
②高速道路の箒側橋ボックスを含む南北未舗装農
道の舗装をしてほしい。（大雨のたび、ボックス内の
砂利が広田１３４番地に流入し、二度災害復旧をし
ている。）

①当該道路の舗装化につきましては、利用状況から
難しいと考えております。
②ボックスを管理しているNEXCO東日本とも協議し当
該土地への雨水流入を防止する措置を検討します。

C

①舗装工事については市内全域を限られた予算で対応
しているため、下屋敷４６８番地北側道路の舗装化はそ
の利用状況から困難と思われます。

②ＮＥＸＣＯ東日本と効果的な対処方法を継続し検討し
ます。

4 中塩原 道路拡張
　塩原支所近くのコンビニから４００号バイパスへ行
く道路脇に土のうが積んであり、道幅が狭く危ない
ので広くしてほしい。

　県に確認したところ「当該箇所につきましては、近年
多発しているゲリラ豪雨等により山側からの水が集ま
り、県道に流出する箇所であるため、民地側に水が流
れ込まないように土のうで対策を行っているところであ
ります。引き続き、排水対策の検討を行うとともに、応
急対策についても土のう以外で実施ができるか検討
を進めてまいります。御理解と御協力をよろしくお願い
いたします。」との回答を得ておりますので、市としまし
ても御理解、御協力をお願いします。

E 　7月3日の回答のとおりです。
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■建設部・塩原支所

【建設部】
①F
②F
④E

【塩原支所】
③Ｂ

【建設部】
　①②は7月3日回答のとおりです。
　④については、今年度、県に２期工区の整備促進を要
望いたしました。令和３年度についても、同様に要望し
たいと考えています。

【塩原支所】
　③大田原土木事務所とバイパス2期工事終了後の旧
400号の譲渡区域の確認や旧道と新道交差点部の形状
等について確認を行っています。
　また、観光地である塩原温泉をＰＲするために、旧道
活用の一環でもある景観伐採などの環境整備を進めて
います。

1 古町3丁目

国道400号
下塩原バイ
パス2期工
区

　来年春の供用開始を伺っている国道４００号下塩
原バイパス２期工区について工事は県の所管であ
ると承知しているが、
①第１トンネルから橋梁間と旧道の交差点の具体
的な計画を伺いたい。
②第２橋梁からの出口、既存道路との接続地点一
体の（夕の原地区）のデザインを伺いたい。
③２期工区終了後の旧道の活用策について伺いた
い。
④休止中の３期工事の再開については塩原地区
自治会全体の要望であるので、市としての積極的
な支援をしてほしい。

【建設部】
　①について県に確認したところ「第１トンネルから橋
梁間と旧道の交差点については、十字路の交差点を
予定しています。なお、トンネル出口付近の交差点と
なり見通しが悪いため、信号機の設置を警察署に要
望しています。」との回答を得ていますので、御理解、
御協力のほどよろしくお願いします。
　②について県に確認したところ「第２橋梁からの出
口、既存道路との接続地点一体（夕の原地区）につい
ては、第２橋梁から塩原方面を主交通（塩原方面に向
かって直線から左カーブ）とし、直線部に竜化の滝か
らの道路をT字路で接続する交差点を予定していま
す。なお、下塩原バイパス２期工区については諸般の
事情により進捗が遅れており、現在は来年冬の供用
開始を目標に整備を進めているところです。当初の予
定より遅くなりまして大変申し訳ありませんが、御理解
の程よろしくお願いいたします。」との回答を得ていま
すので、御理解、御協力のほどよろしくお願いします。
　④平成30年度に大田原土木事務所開催の「国道
400号下塩原バイパス３期工区休止に係る説明会」の
際、国道400号下塩原バイパスについては、２期工区
の完成により、国道400号の当該区間における土砂災
害へ対応が図られ、また、続雨量200㎜超過による通
行止め規制を行わなくて済むようになるとの説明があ
りました。また、3期工区の休止について、説明会の質
疑応答で２期工区供用開始後、状況をみて事業開始
の判断をしたいとの説明がありました。
　市においても、まずは県へ現在実施中の２期工区の
完了を要望し、３期工区については、共用開始後の交
通状況等を見極めながら、対応していきたいと考えて
います。

【塩原支所】
　③県より旧道が移管された際には、市道としての適
切な管理を行うとともに地元・観光協会等とも旧道の
活用について協議連携してきたいと考えています。
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■上下水道部

1 日の出東
市水道配
水管の敷
設

　昨年度、日の出東自治会に市水道配水管の敷設
をお願いし、水圧問題を解決する業務を委託し、配
水管敷設の検討をするとの回答があった。いつ頃
敷設できるのか、又、敷設できる箇所を明示してほ
しい。さらに、いつごろまでに完了できるのか。（日
の出９号線と１０号線及びその間の公道、関谷上横
林線の公道等）

　昨年度から検討業務を発注して作業を進めておりま
すが、新型コロナウイルス感染症の影響により業務の
進捗が停滞している状況です。
　検討作業中でありますので現段階での整備スケ
ジュールや敷設箇所は未定です。

C

　検討業務の結果、当該地域に適正な水圧で給水を行
うためには施設や管路改修等が必要となり、多額の費
用が掛かることが判明しました。今後の水道事業におけ
る財政状況を踏まえると、当面は実施困難であると考え
ています。

■塩原支所

1 日の出東 雨水対策

　私たちが住む地区は、雨が多く降ったりすると、
住宅地道路や各戸の庭にまで、公道からの泥水が
流れ込んだり砂利が入ってきてしまう。特に県道３
０号線・関谷高林線市道から、日の出９号線・１０号
線に大量の雨水が入ってくる。また、日の出９号線
については、砂利道であるため、大雨のたびに住
宅地道路に砂利や泥水が流れ込んできてしまう。
一カ所は個人からの要望で市が修理されたようだ
が、他の箇所は応急処置であるため、小さい車は
腹を擦ってしまい道路に出にくくなっている。日の出
９号線、日の出１０号線からの住宅への雨水侵入
防止処理を早急にお願いしたい。
別紙地図
①流入箇所
②道路不陸箇所（凹凸）
③修理完了箇所

　市道関谷高林線からの雨水につきましては、横断側
溝等を設置するなどして対応を行っていきたいと考え
ています。
　なお、県道30号線からの雨水につきましては、道路
管理者である大田原土木事務所と対応を協議したい
と考えています。
　市道から私道への進入路につきましては、現地状況
により個別に対応を行っていきたいと考えています。

B

　関谷高林線につきましては、路面に浸透式の横断側
溝を設け日の出市道に流入する雨水が、直に流入しな
いよう整備を進めております。
　また、県道30号線につきましては、今後も大田原土木
事務所と協議を重ねてまいります。
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